
 

 

1 

 

重要事項説明書 
 

指定居宅介護支援サービスの提供にあたり、介護保険法その他の関係法令の定めにより、次のとおり

重要事項を説明します。 

 

 

２ 事業の目的と運営方針 

（１） 

事業の目的 

① 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

配慮することを目指します。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択

に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するよう目指します。 

（２） 

運営方針 

① 事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人

格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サ

ービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行います。 

  なお、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から次のような希望

があった場合は、懇切丁寧に説明を行います。 

 ・ 利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等

の紹介を求めることができます。 

 ・ 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定

理由の説明を求めることができます。 

② 事業所は、事業の運営にあたっては、保険者市町村、地域包括支援センタ

ー、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設

等との連携に努めます。 

③ 事業所は、サービスの提供にあたって、要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮します。 

  なお、利用者が入院した場合、事業所と入院先医療機関との早期からの連

１ 事業者及び事業所の概要 

区 分 内 容 

法
人 

名 称 社会福祉法人 東北福祉会 

主たる事務所の所在地 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘６丁目１４９番地１ 

代 表 者 理事長   

電 話 番 号 ０２２（３０３）００８６ 

設 立 年 月 日 平成 ７年 ６月２０日 

事
業
所 

名 称 せんだんの里居宅介護支援事業所 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘３丁目１４６番地２ 

管 理 者  

開 設 年 月 日 平成 １３年 ４月 １日 

指 定 年 月 日 平成 １３年 ３月３０日 

指 定 事 業 所 番 号 第０４７５１０１０１０号 

通常事業の実施区域 
仙台市の以下の区域 

 青葉区全域、泉区全域 

電 話 番 号 ０２２（３０３）７５６０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（３０３）７５７６ 

電子メールアドレス sodang@sendan.or.jp 

ＨＰ ホ ー ム ペ ー ジ https://www.sendan.or.jp 
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携を促進する観点から、利用者に入院する必要が生じたときは、担当の介護

支援専門員の氏名及び連絡先をその医療機関に伝えてください。 

④ 事業所は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、事業所の介護支援専

門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべ

き旨の指示等を行いません。 

⑤ 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利

用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨

の指示等を行いません。 

⑥ 事業所及び事業所の職員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利

用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させるこ

との対償として、その居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利

益を収受しません。 

 

３ 事業所の概要 

（１） 

事業所種類及び 

営業日、営業時間 

（種類）  指定居宅介護支援事業所 

（営業日） 月曜日から土曜日 

      ただし、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は休業します。 

なお、休業日の相談も受付できます。 

（営業時間）午前９時００分から午後６時００分まで 

      なお、営業時間外の相談も受付できます。 

（２） 

交通機関 

① 仙台市営バス仙台駅前バスプール１３番乗り場から、８７０系統仙台青陵

中等教育学校前下車、徒歩５分 

② 東北自動車道仙台宮城Ｉ．Ｃから約１５分 

③ ＪＲ仙山線：東北福祉大前駅から徒歩２０分 

 

４ 職員の職種・員数及び職務内容 

（
１
）
職
員
の
職
種
・
員
数
・
職
務
内
容 

管 理 者 

（１ 名） 

事業所の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行

います。 

主任介護支援専門員 

   (１名以上) 

① 居宅介護支援事業所における管理・運営業務を行います。 

② 利用者の居宅サービス計画を作成する介護支援専門員に対する業務

上の支援や相談等を行います。 

③ 新任介護支援専門員の育成指導、相談等を行います。 

介 護 支 援 専 門 員 

（１名以上） 

①  介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を担当しま

す。 

② サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又は後見人若しくは親族代表者に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行います。 

③ 介護支援専門員は、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行う

ため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定

居宅サービス等の利用が行われるようにします。 

④ 介護支援専門員は、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護

給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、地域の

住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービ

ス計画上に位置付けるよう努めます。 

⑤ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、利

用者によるサービスの選択に資するよう、利用者から複数の指定居宅サ

ービス事業者等の紹介の求めがあった場合等には誠実に対応するとと

もに、居宅サービス計画案を利用者に提示する際には、地域における居

宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に

利用者又は後見人若しくは親族代表者に対して提供します。 

⑥ 介護支援専門員は、適切な方法により、利用者について、その有する

能力、既に提供を受けている居宅サービス等のその置かれている環境等 
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介 護 支 援 専 門 員 

（１名以上） 

の評価を通じて利用者が現に抱える生活課題を明らかにし、利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課

題を把握するように努めます。 

⑦ 介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（アセスメント）にあたっ

ては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族等に面接して行います。 

⑧ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメント

の結果に基づき、居宅サービス計画の原案を作成します。 

⑨ 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案

の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと

します。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対

する照会等により意見を求めることができるものとします。 

⑩ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サ

ービス等について説明し、文書により利用者の同意を得るものとしま

す。 

⑪ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者及びサービス提供機関

の担当者に交付します。 

⑫ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業

者等に対して、個別サービス計画の提出を求めます。 

⑬ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者のた

めの継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービ

ス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の

提供を行います。 

⑭ 介護支援専門員は、サービスの実施状況の把握（モニタリング）にあ

たっては、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものし

ます。 

イ） 少なくとも１月に１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者に面

接します。 

※また、利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした 

上で、利用者の同意及びサービス担当者会議で主治医、担当者そ 

の他の関係者の合意が図れた場合、テレビ電話装置等を活用した 

モニタリングを行なうことができます。その際も、２月に１回は 

利用者の居宅を訪問します。 

 ロ）少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録します。 

⑮ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議

の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理

由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるこ

とができるものとします。 

 イ）要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合。 

 ロ）要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受

けた場合。 

⑯ 介護支援専門員は、作成した居宅サービス計画の変更を行う際には、

情報等を把握・検討して変更します。 

⑰ 介護支援専門員は、利用者が介護保険施設への入居を希望する場合に

は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

⑱ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退居しようとする要

介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行でき

るよう、居宅サービス計画の作成等の援助を行います。 

⑲ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入

所療養介護を位置付ける場合にあっては、特に必要と認められる場合を

除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護

認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにします。 
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介 護 支 援 専 門 員 

(１名以上) 

⑳ 指定居宅介護支援事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業に係る

地域会議、その他地域支援に係る会議等を行うための資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力

するよう努めます。 

 

 

５ 利用等の手続き 

（１） 

利用の開始 

①  事業所へ直接申し込んでください。電話等で申し込むことができます。 

  又は、最寄りの地域包括支援センター、区役所・支所などへ問い合わせて

ください。 

② 利用可能な場合は、重要事項の説明と同意及び利用契約の締結を行います。 

（２） 

利用の中止又は契約

を解除若しくは解約す

る場合 

○ 利用者が次に該当する場合は、利用開始前又は利用期間途中において事業

所はサービスの提供を中止することができます。 

① 利用者の病状又は心身の障害が悪化し若しくは疾病に罹患して、居宅介

護支援サービスの対象ではないと事業所が判断したとき。 

○ 利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用開始前又は利用期間途中に

おいて事業所は契約を解除若しくは解約することができます。 

① 利用者が感染症に罹患し、他の利用者又は事業所の職員の生命若しくは

健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、治療が必要であって居宅介護支

援サービスの対象ではないと事業所が判断したとき。 

② 利用者の行動等により、他の利用者の生命及び健康、生活に重大な影響

を及ぼすなどするため、居宅介護支援サービスの対象ではないと事業所が

判断したとき。 

③ 利用者が重大な自傷行為を繰り返す、又は自殺をするおそれが極めて大

きく、事業所において可能な支援を行ってもこれを防止できないため、居

宅介護支援サービスの対象ではないと事業所が判断したとき。 

○ その他、利用契約に規定する事業者の解除権を事業所が行使したとき、又

は利用契約に規定する契約の解約要件及び終了要件に該当したとき。 

○ 利用者が利用契約を中途解約する場合は、解約する３０日間以上前までに

事業所へ文書により届け出てください。 

（３） 

利用の終了 

利用者は、利用契約の規定に基づき契約を解除することができます。 

ただし、利用者からの契約の解除成立は、文書による解除の意思表示が事業

所に到達し、事業所がその内容を確認した時点となります。 
 

６ 介護保険給付対象サービスの費用 

（１）介護給付費の総額と利用料 （法定代理受領サービス） 

① 

介
護
保
険
給
付
対
象 

サ
ー
ビ
ス
【
基
本
料
金
】 

指定居宅介護支援サービス 

○ 利用料は、原則として無料です。 

 Ａ 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ） ＋ 特別地域居宅介護支援加算（１５％） 

   介護支援専門員１人あたりの取扱件数が月４５件未満の場合 

 （又は介護支援専門員１人あたりの取扱件数が４５件以上の場合における４５件未満の部分） 

 

 

 

 

要介護状態区分 介護給付費全額 

要介護１又は２ １３，０１４円 

要介護３、４又は５ １６，９１１円 

（
３
）
職
員
の
通

常
の
勤
務
体
制 

職種 
勤務名

等 
始業時刻 終業時刻 

管理者 

主任介護支援専門員 

介護支援専門員 
日勤 午前 ９時００分 午後６時００分 
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 Ｂ 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ） 

   介護支援専門員１人あたりの取扱件数が月４５件以上６０件未満の部分 

 

 
要介護状態区分 介護給付費全額 

要介護１又は２ ５，６６８円 

要介護３、４又は５ ７，３３５円 

 Ｃ 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ） 

   介護支援専門員１人あたりの取扱件数が月６０件以上の部分 

      

 
要介護状態区分 介護給付費全額 

要介護１又は２ ３，３９６円 

要介護３、４又は５ ４，２７２円 

１ 前記の基本料金には、特別地域加算以外の「加算」は含んでいません。 

  これは、加算の算定は、個人ごとに異なるためです。 

２ 利用料の請求がある場合は、１か月間ごとの基本料金と該当する加算料金を合わせた金額に

なります。介護給付費の単位数を金額に換算する際の端数処理によって、利用料の請求額は本

表に表示する個別の利用料の合計額とやや異なる場合があります。 

 

（２）介護保険給付対象外の主なサービス 

   以下のサービス利用料は、全額が自己負担となります。 

① 

そ
の
他
の
利
用
料 

○その他の利用料 （利用の希望は任意です） 

 １）交通費 

  ① 事業所が定める通常の事業の実施区域を超えて居宅介護支援サービスを提供した場合の

介護支援専門員の交通費です。 

  ② 居宅介護支援サービスを提供するために、介護支援専門員が車両により事業所と利用者

の自宅（訪問先）との間を通行した場合、又は利用者宅から利用者宅へ通行した場合の往

路及び復路の距離に応じて片道ごとに算定します。 

 ２）複写物の交付の費用 

  ① 利用契約の規定に基づいて、利用者及び後見人、親族代表者のいずれかがその利用者個

人に関するサービス提供の記録の写しの提供を求めた場合で、事業所が記録の複写に要す

る費用です。 

  ② 介護保険サービスを利用するために通常必要な契約書、重要事項説明書、同意書、居宅

サービス計画書、利用票、その他必要な文書の原本は無料です。 

項 目 金 額 

１ 交通費 
片道走行距離×５０円 

（１㎞未満は四捨五入） 

２ コピー代（モノクロ） １０円／枚 

      

② 

消
費
税 

非課税項目 基本料金、加算料金 

課税項目 

（総額表示） 
その他の利用料（交通費、コピー代） 

 

（３）利用料の改定 

① 介護保険給付対象

のサービス 

介護保険給付対象のサービスの利用料（利用料を支払う要件に該当する場

合のみ）は、介護保険法及びその他の関係法令の改正によって変更します。 

 

② 介護保険給付対象

外のサービス 

 介護保険給付対象外のサービスの利用料は、介護保険法及びその他の関係

法令の改正、経済状況の著しい変化、その他事業所にやむを得ない事情があ

る場合には、事前に説明したうえで、利用料を改定します。 
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８ 研修生・実習生・視察者・ボランティアの受け入れ 

実習等への協力 

各種学校、養成機関、団体等からの実習生、施設や関係機関・団体等からの

研修、学生や地域住民等のボランティアの受け入れを行っていますので、利用

者及び家族等にも協力をお願いします。 

 

９ 秘密の保持及び個人情報の保護 

秘密の保持 

利用契約の規定に基づき、事業所及び職員は、正当な理由がない限り、業務

上知り得た利用者及び親族代表者、利用者のその他の家族に関する秘密を洩ら

しません。また、職員が退職後も、在職中に知り得た利用者及び親族代表者、

利用者のその他の家族に関する秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講

じます。 

個人情報の保護 

１）利用契約の規定に基づき、事業所は事前に文書による利用者の同意を得て、

サービス提供のために必要最低限の範囲内で、利用者及び親族代表者、利用

者のその他の家族に関する個人情報を使用、提供及び収集します。 

２）利用者から文書により別に同意を得た場合は、利用者及び親族代表者、利

用者のその他の家族に関する個人情報をホームページ等の広報情報等作成

のために必要最低限の範囲内で使用します。 

 

１０ 緊急時の対応 

 事業所は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、後見人又は親族代表者に連絡し、かかりつけ医

療機関（主治医又は主治の歯科医師）若しくはその他の医療機関に連絡するなどして適切な対応を行うよ

う努めます。 

① 利用者が、サービスを利用中に病状又は心身の障害が悪化し若しくは疾病に罹患して、事業所が対応

できないと判断したとき。 

② 利用者が感染症に罹患し、他の利用者又は事業所の職員の生命若しくは健康に重大な影響を及ぼす

おそれがあり、治療が必要であると事業所が判断したとき。 

 

１１ 事故発生時の対応 

（１） 

家族等への連絡 

 万一、利用者に対するサービスの提供にあたって事故が発生した場合は、す

みやかに利用者の後見人又は親族代表者のいずれか、若しくはその他の家族等

に連絡するとともに、可能な措置を講じます。 

７ 利用料の支払い方法等 （利用料の支払いが必要な場合のみ） 

①方法と期日 

 口座振替は、所定の届出の後、手続き完了まで２か月程度必要となります

ので、手続きが完了するまでの間は、銀行振込又は窓口現金支払にて対応し

てください。 

１）ゆうちょ銀行の口座振替 

  サービス利用月の利用料請求書を受領した月の２７日、又はその翌月１

０日に、指定口座から利用料を振替えます。（振替手数料は無料です） 

（振替日が金融機関休業日の場合はその翌営業日） 

２）ゆうちょ銀行以外の口座振替 

  サービス利用月の利用料請求書を受領した月の翌月４日に、指定口座か

ら利用料を振替えます。（振替手数料は無料です） 

（振替日が金融機関休業日の場合はその翌営業日） 

３）銀行振込 

  サービス利用月の利用料請求書を受領した月の末日までに、事業者の指

定金融機関口座へ振込んでください。（振込手数料は利用者負担です） 

４）窓口現金支払 

  サービス利用月の利用料請求書を受領した月の末日までに、事業者が指

定する窓口で現金により支払ってください。 
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（２） 

事故状況の記録 

事故の状況及び事故発生時の対応・処置、事故後の対応、再発防止策等につい

て記録するとともに、必要に応じて開示いたします。 

（３） 

損害賠償 

① 利用者に対するサービスの提供にあたって、事業所の責めに帰すべき理由

により利用者に損害を与えた場合は、事業所の責任の範囲内において賠償を

行います。 

② 詳細は、利用契約書第２４条～第２６条記載。 

（４） 

事故防止対策 
 事故が発生した場合には、その原因を解明し、再発防止対策を講じます。 

 

１２ 非常災害及び感染症発生時の対応 

（１） 

非常災害時の対応 

① 日ごろから利用者への安全なサービスの提供に心がけます。 

② 担当者を定めて日常防火管理を行い、火災等の災害を未然に防ぐよう努め

ます。 

③ 「せんだんの里消防計画」により、年２回以上、夜間想定及び昼間の避難訓

練を含む総合消防訓練、防災訓練を実施します。 

（２） 

 感染症発生時の対応 

① 日頃から感染防止対策に努め、安全なサービスの提供に心がけます。 

② 「せんだんの里業務継続計画」等により、年２回以上の研修及び訓練を実施

します。 

③ 感染症の発生状況により、面会制限又は禁止などの措置を講じることがあ

ります。 

（３） 

 主な防災設備 

スプリンクラー、自動火災報知設備・非常通報装置（自動連動式）、 

誘導灯、屋内消火栓、防火扉、防火シャッター、有毒ガス検知報知器、 

屋外非常階段、非常用発電機、 

その他（寝具、カーテン、のれん、タイルカーペット等の布製品はすべて防炎 

性能を有するもの） 

 

１３ 虐待の防止 

事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

② 事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③ 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。 

 

１４ 苦情（相談）受付窓口 

（１） 

せんだんの里 

居宅介護支援事業所 

所 在 地 仙台市青葉区国見ケ丘３丁目１４６番地２ 

電 話 番 号 ０２２（３０３）７５６０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（３０３）７５７６ 

受 付 時 間 午前９時００分～午後６時００分（月曜日～土曜日） 

受 付 担 当 者 主任介護支援専門員   

苦 情 解 決 

責 任 者 
管理者   

（２） 

社会福祉法人 

東北福祉会 

（せんだんの里） 

第三者委員 

第 三 者 委 員 
 

 

受付専用電話 （０８０）３３５９－８０８２ 

受 付 時 間 午前１０時００分～午後５時００分（月曜日～金曜日） 

（３） 
仙台市介護事業支援課 

ケアマネジメント指導係 

所 在 地 仙台市青葉区国分町３丁目７－1 

電 話 番 号 ０２２（２１４）８６２６（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（２１４）４４４３ 
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（４） 

仙台市青葉区介護保険

課介護保険係 

所 在 地 仙台市青葉区上杉１丁目５－１ 

電 話 番 号 ０２２（２２５）７２１１（代表） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（２２５）７７２１ 

（５） 

仙台市泉区介護保険課

介護保険係 

所 在 地 仙台市泉区泉中央２丁目１－１ 

電 話 番 号 ０２２（３７４）３３０１（代表） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（３７５）３７８５ 

（６） 

宮城県国民健康保険団

体連合会 

所 在 地 仙台市青葉区上杉１丁目２－３ 

電 話 番 号 ０２２（２２２）７７００（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（２２２）７２６０（介護保険課） 

（７） 

福祉サービス利用に関

する運営適正化委員会 

所 在 地 仙台市青葉区本町３丁目７－４ 宮城県社会福祉会館４階 

電 話 番 号 ０２２（７１６）９６７４ 

利 用 時 間 
午前９時００分～午後４時００分 

（月曜日～金曜日、ただし祝日と年末年始は休み） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２（７１６）９２９８ （２４時間受付） 

電 子 メ ー ル kaiketu@miyagi-sfk.net 

 


